
広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

広
島
県
企
業
局
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者 

桂 
 

木 
 

弘 
 

二 

広
島
県
企
業
局
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

広
島
県
企
業
局
文
書
等
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
表
県
文
書
等
管
理
規
程
の
項
中 

 
 
 

 
 

 

第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一

項
、
第
十
一
条
、
第
二
十
四

条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四

号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第

四
号
、
第
三
十
二
条
第
二
項

並
び
に
第
四
十
九
条 

総
務
課
長 

企
業
総
務
課
長 

第
十
条
第
一
項 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装

置
に
よ
る
通
信
文

書
取
扱
要
領 

企
業
局
に
お
け
る
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
通
信

文
書
取
扱
要
領 

 

 

「
 

第
十
条
第
一
項
、
第
三
十
五

条 

広
島
県
電
子
メ
ー

ル
取
扱
要
領 

企
業
局
に
お
け
る
広
島
県

電
子
メ
ー
ル
取
扱
要
領 

を 

 
 

 
 

 」
 

  
 

 
 

第
九
条
の
二
、
第
十
条
第
一

項
、
第
十
一
条
、
第
二
十
四

条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四

号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第

四
号
、
第
三
十
二
条
第
二
項

並
び
に
第
四
十
九
条 

総
務
課
長 

企
業
総
務
課
長 

「
 

第
十
条
第
一
項
、
第
三
十
四

条 

広
島
県
電
子
文
書

等
取
扱
要
領 

企
業
局
に
お
け
る
電
子
文

書
等
取
扱
要
領 

   

」
に
改
め
る
。 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


